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多様性指数 ･･･････････････････････････････････････････58 

地域緑化推進地区 ･････････････････････････････････････82 

地区計画制度 ･････････････････････････････････････････90 

蓄熱システム ･･･････････････････････････････････････ 106 

窒素酸化物（ＮＯx）･･････････････････････････････････10 

 窒素の酸化物の総称であり、大気汚染物質としては、一酸化窒素、二酸

化窒素が主である。石油、石炭等の燃焼に伴って発生し、工場、ビル、自

動車、家庭などから排出される。高温燃焼の過程でまず一酸化窒素のかた

ちで大気中に放出され、紫外線などにより酸素やオゾンなどと反応し二酸

化窒素に酸化する。この反応はすぐに起こるものではないことから、大気

中ではその混合物として存在している。 

また、窒素酸化物は、光化学オキシダントや酸性雨の原因にもなる。な

お、一酸化二窒素（亜酸化窒素）は温室効果ガスのひとつである。 

 

中水道システム ･････････････････････････････････････107 

調整池 ･････････････････････････････････････････････108 

底質 ････････････････････････････････････････････････ 20 

デポジット制度（預託払戻制度） ･････････････････････122 

電波障害 ････････････････････････････････････････････ 74 

透水性舗装 ･････････････････････････････････････････108 

道路交通振動に係る要請限度 ･･････････････････････････ 71 

 振動規制法第16条第1項では、「市町村長は、振動の測定を行った場合

において、指定地域における道路交通振動が環境省令で定める限度を超え

ていることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき

は、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための

舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委

員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するもの

とする。」と規定しているが、この規定に基づき、道路管理者又は都道府県

公安委員会に要請を行う限度を道路交通振動に係る要請限度という。 

 

特定フロン（＝クロロフルオロカーボン）（ＣＦＣ）･･････94 

 フロンの一種で、炭素、フッ素及び塩素からなる物質で、冷媒、洗浄剤、

発泡剤、噴射剤等として広く利用されてきた。ＣＦＣは化学的に安定な物

質であるため、大気中に放出されると対流圏ではほとんど分解されず成層

圏に達する。成層圏において太陽からの強い紫外線をあびて分解し、塩素

原子を放出するが、この塩素原子が触媒となってオゾン層を分解する反応

が連鎖的に起きる。この反応を繰り返しながらオゾンを分解するため、多

数のオゾン分子が次々と破壊される。このため、「オゾン層を破壊する物質

に関するモントリオール議定書」で生産規制等がされており、我が国でも

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」により、生産が

全廃されている。 
 

特別緑地保全地区 ････････････････････････････････････ 26 

都市計画マスタープラン ･････････････････････････････111 

都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に基づく「市の都

市計画に関する基本的な方針」として、議会の議決を経て定められた「基

本構想」と県が定める都市計画の「整備、開発及び保全の方針」に即して

定める政策領域別計画。 

個別の細やかな計画事業の内容そのものを直接決めるものではないが、

今後、市が定める都市計画は、この都市計画マスタープランに即して定め

ることとなる。 

川崎市の都市計画マスタープランは、全体構想、区別構想及びまちづく

り推進地域別構想の３層構成としており、２００７年３月に全体構想と７

区の区別構想を策定した。 

 
 
土壌浄化システム（大気環境改善新型土壌浄化モデル）･･･ 53 

 

 
内分泌かく乱化学物質 ････････････････････････････････ 19 

内分泌かく乱作用を持つ化学物質のこと。国の見解では「内分泌系に影

響を及ぼすことにより、生体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化

学物質」であり、環境ホルモンとも呼ばれる。 

環境省（当時、環境庁）は、平成 10 年５月に「内分泌攪乱化学物質問

題への環境庁の対応方針についてー環境ホルモン戦略計画SPEED’98―」

タ行 

ナ行 



 

 

（以下「SPEED’98」という。）をとりまとめ、内分泌かく乱作用の有無、

強弱、メカニズム等を解明するため、優先して調査研究を進めていく必要

性の高い物質群として65物質を提示し、各種の取組みを進めてきた。36

物質で試験を実施した結果、生態系への影響評価のための魚類を用いた試

験においては一部内分泌かく乱作用を有することが認められたが、ヒトの

属するほ乳類については明らかな内分泌かく乱作用は認められなかった。 

これらの研究結果等を踏まえ、平成17年３月に「SPEED’98」を改訂

し、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針につい

てーExTEND2005―」を策定するとともに、内分泌かく乱作用について

必要な調査研究を推進していくこととしている。 

 

二ヶ領せせらぎ館 ･････････････････････････････････････78 

（川崎市）二ヶ領用水総合基本計画 ･････････････････････76 

二酸化硫黄（ＳＯ2） ･･････････････････････････････････50 

二酸化窒素（ＮＯ２）･･････････････････････････････････10 

 物質が高温で燃焼する際に、空気や物質中に含まれる窒素が空気中の酸

素と反応して生成されるもので、発生源は工場、自動車などの燃焼過程な

どである。 

燃焼過程からほとんど一酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素

に酸化される。 

また、光化学オキシダントや酸性雨の原因物質の一つである。 

水に難溶性のため呼吸時に深部の肺胞に達し、呼吸器系炎症を起こす。 

このため、環境基本法第１６条に基づく人の健康を保護する上で維持さ

れることが望ましい環境基準が定められている。 
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ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣS） ･･････････････････31 

八都県市指定低公害車制度 ･････････････････････････････15 

ヒートアイランド現象 ･････････････････････････････････93 

ヒートポンプ ･･･････････････････････････････････････ 106 

光害 ･････････････････････････････････････････････････74 

ビル風害 ･････････････････････････････････････････････73 

富栄養化 ･････････････････････････････････････････････60 

 元来は、湖沼が長い年月の間に流域からの栄養塩類の供給を受けて、生

物生産の高い富栄養湖に移り変わっていく現象を指す概念であったが、近

年の人口・産業の集中、土地利用の変化等に伴い、栄養塩の流入が加速さ

れ、人為的な富栄養化が急速に進行していく現象を指す。富栄養化の進行

により、植物プランクトンが異常繁殖し、赤潮やアオコが発生する。さら

に進行すると水中の溶存酸素が減少し、魚介類のへい死や悪臭を引き起こ

す。海域･湖沼については、窒素･燐に関する環境基準の設定及び排水規制

等の対策がとられている。 
 

浮遊粒子状物質(SPM：Suspended Particulate Matter) 11 

 大気中の粒子状物質のうち、粒径 10μm 以下のものをいう。大気中に

長期間滞留し、肺や気管等に沈着するなどして、呼吸器に影響を及ぼすお

それがあるため、環境基準が設定されている。工場等の事業活動や自動車

の走行に伴い発生する他、風による巻き上げ等の自然現象によるものもあ

る。排出されたとき既に粒子としての性状を持つ「一次粒子」と排出時に

ガス状であった化学物質が大気中での光化学反応等により粒子化する「二

次生成粒子」に分類される。 
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保存樹木、保存樹林 ･･････････････････････････････････26 
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マニフェストシステム（マニフェスト制度） ････････････103 

 排出事業者が廃棄物の処理を委託する際に、処理業者に帳票（マニフェ

スト）を交付し、処理終了後に処理業者よりその旨を記載した帳票の写し

の送付を受けることにより、排出事業者が廃棄物の流れを管理し、適正な

処理を確保するための仕組みのこと。1991 年の廃棄物の処理及び清掃に

関する法律の改正により創設され、1993年4月より一部の産業廃棄物（特

別管理産業廃棄物）に限って義務付けられた。1997年6月の同法の改正

により、マニフェスト制度の適用がすべての産業廃棄物に拡大された

（1998年12月施行）。 

 
緑の基本計画（かわさき緑の30プラン） ･･････････････ 26 

（川崎市）緑の保全及び緑化の推進に関する条例 

1999年に、「自然環境の保全及び回復育成に関する条例」に代えて制定

した条例。市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的に、良好な

都市環境の形成を図る。緑の推進に関して必要な事項を定めている。 

緑の保全地域 ････････････････････････････････････････ 26 

 緑の保全を目的とする法令の規定により緑が保全される区域を除く土地

で、豊かな林相を有する土地の区域、動植物の生息地として適正に保全す

る必要がある土地の区域、水辺地等と一体となって良好な緑を形成してい

る土地の区域等で、「緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、市

長が指定する。緑の保全地域内で建築物その他の工作物の新築、改築又は

増築、宅地の造成、土石の採取又はたい積その他の土地の形質の変更等の

行為をしようとする者は、あらかじめ届出が必要となる。 
 

ヤ行 

 
有害大気汚染物質 ････････････････････････････････････ 50 

大気中濃度が微量で急性影響は見られていないものの、長期的に暴露さ

れることにより健康影響が懸念される物質群の総称。大気汚染防止法では、

「継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある物質で大

気の汚染の原因となるもの」と定義されている。 

 

 
（川崎市）リサイクルコミュニティセンター ･･･････････102 

リスクコミュニケーション ････････････････････････････ 21 

緑化推進重点地区 ････････････････････････････････････ 27 

緑の基本計画で設定することとしている緑化の推進を重点的に図るべき

地区。2001年9月の環境保全審議会（現 環境審議会）の答申で、９地

区の設定が提言され、基本的な考え方が示されている。その概要は、駅前

等の都市のシンボルとなる地区、特に緑の少ない地区、市街地開発事業等

と連携して計画を策定することが可能な地区等を要件としている。また、

これらの要件に加えて．市の基本構想や都市整備の方向、かわさき緑の30

プラン等を総合的に勘案して、緑化施策面からの緊急性、まちづくり事業

のタイミング等を考慮し、直ちに積極的に緑化施策の展開を図るべき地区

として、川崎駅周辺地区、小杉地区、新百合ヶ丘地区の３地区を選定した。

市では、この３地区について、地区毎に緑化の基本方針や目標を設定し、

緑化を推進するための具体的な整備の内容、その維持･管理の方法等を定め

る「緑化推進重点地区計画」を地区の住民とのパートナーシップにより策

定していくものとしている。 

ハ行 

マ行 

ラ行 
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Ｂ 

 

BOD：Biochemical Oxygen Demand→生物化学的酸素要求量 

 

Ｃ 

 

ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）→特定フロン 
ＣＯＤ：Chemical Oxygen Demand→化学的酸素要求量 
 

Ｄ 

 

ＤＰＦ（Diesel Particulate Filter）装置･･････････････15 

（ディーゼル微粒子状物質減少装置、粒子状物質減少装置） 

 

Ｈ 

 

ＨＦＣ→ハイドロフルオロカーボン 

 

Ｉ 

 

ＩＳＯ１４００１ ･･･････････････････････････････････ 115 

国 際 標 準化 機構 （ Ｉ ＳＯ ： International Organization for 

Standardization）が1996 年に出した環境マネジメントシステム規格。

ISO14001シリーズの根幹をなすもので、認証登録制度となっている。 

登録申請に際しては、環境理念と環境方針で目的や目標を定める。それ

を達成するために環境保全計画を立て、環境マネジメントシステムを構築

して運用する。そして、システムの内部監査を実施し、計画の見直しをす

ることを義務づけ、向上を図る。 

登録されることにより、対外的に環境経営をしていることが明確になり、

社会的責任を果たしていることの評価及びグリーン調達上で優位性が高ま

ることになる。 

 

Ｎ 

 

ＮＯ２（二酸化窒素）→二酸化窒素 

ＮＯx（窒素酸化物）→窒素酸化物 
 

 
ＰＦＣ→パーフルオロカーボン 

ｐＨ ･････････････････････････････････････････････････95 

ピーエイチと読む。溶液の酸性、アルカリ性の程度を示す。ｐＨが７で

あれば中性、７未満は酸性、７を超えるとアルカリ性を示す。雨はごく自

然の状態でも、空気中の二酸化炭素が溶け込むことによりｐＨ5.6程度に

なるといわれており、それより低いｐＨになった雨を通常「酸性雨」と呼

んでいる。ｐＨは酸性雨の基本的な指標の一つであるが、硫酸や硝酸等の

イオン成分の濃度なども重要な指標である。 

ＰＲＴＲ ････････････････････････････････････････････ 17 

Pollutant Release and Transfer Register（化学物質排出移動量届出

制度）の略。人や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どのような発

生源から、どの程度環境中（大気、河川、海域など）に排出されたのか、

又は、廃棄物などとして事業所の外に運び出されたのかというデータを把

握、集計し、公表する仕組みである。 

化学物質を製造・使用する事業者は、環境への排出量と廃棄物や下水と

して事業所の外への移動量を自らが把握し、毎年、行政機関に届出し、行

政機関は、そのデータを整理・集計するとともに、届出事業所以外（非対

象事業所、家庭、自動車など）から排出される量を推計し、これら２つの

データを併せて公表する。 

このような制度は、アメリカ、カナダ、オランダ、イギリスなどの諸外

国でも導入されており、我が国では、平成 11 年７月に「特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）」

により制度化された。 

 
ＰＴＰＳ：Public Transportation Priority System 

→公共車両優先システム 
 

Ｓ 

 
ＳＯ2（二酸化硫黄）→二酸化硫黄 

ＳＯx（硫黄酸化物）→硫黄酸化物 

ＳＰＭ：Suspended Particulate Matter→浮遊粒子状物質 

 

Ｔ 

 

ＴＤＭ：Transportation Demand Management 

→交通需要管理（＝交通需要マネジメント） 

Ｐ 
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－お知らせ－ 

 

年次報告書を御覧になられて、市の環境の現状と講じた施策等について、より詳

しくお知りになりたい方は、次の冊子を御参照ください。 

報告書の発行時期、入手方法等は、各担当にお問合せください。 

 

○緑と公園に関すること：環境局事業概要－緑編－ 

発行予定時期 200７年 11 月 

担当 環境局緑政部緑政企画担当 

  ℡ 200－2399（直通） 

 

○公害関係全般 

○環境保全に関する調査･研究   

○普及啓発・環境教育の推進   に関すること：環境局事業概要－公害編－ 

○環境影響評価の推進担当       発行予定時期 200７年 11 月 

       等                     担当 環境局公害部企画指導課（公害企画） 

                      ℡ 200－2398（直通） 

               

○廃棄物に関すること：環境局事業概要－廃棄物編－ 

発行時期 200７年 9 月 

担当 環境局生活環境部廃棄物政策担当 

℡ 200－2558（直通） 




